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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年４月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（橋脚） 

発生日時 平成２７年３月１３日 １４時２０分ごろ 

発生場所 広島県広島港第１区 

長森
ながもり

三等三角点から真方位３５０°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２１.３′ 東経１３２°２９.９′） 

事故の概要 プレジャーボートキャットⅡは、南西進中、広島大橋の橋脚に衝突

した。 

キャットⅡは、船首部外板に破口を伴う凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年３月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート キャットⅡ、２.０トン 

 ２７０－４１３８７山口、個人所有 

 ６.９７ｍ（Lr）×２.１８ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、８４.６kＷ、平成９年２月 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ３６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２２年１月１８日 

平成２７年１月１７日をもって失効していた。 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部やり出しの脱落及び同部外板に破口を伴う凹損等 

橋脚 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時 

 事故の経過 本船は、操縦者が１人で乗り組み、帰港のため、平成２７年３月１

３日１４時１０分ごろ、広島県廿日市
は つ かい ち

市の係留地に向けて広島県広島

市猿猴
えんこう

川の船だまりを出発した。 

操縦者は、船体中央部にある操縦席に腰を掛け、手動操舵により約

２０ノットの速力で猿猴川河口を南進した。 

操縦者は、向洋
むかいなだ

大橋を通過したのち、広島大橋のＰ４－４橋脚と

‘Ｐ４－５橋脚’（以下「本件橋脚」という。）間の水路に向けて右転

し、南西進を始めた頃、左舷前方に小型漁船１隻を視認した。 
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操縦者は、小型漁船の装備が気になったので、左舷方に顔を向けて

小型漁船を見ていて、ふと船首方を見たところ、至近に本件橋脚を認

め、右舵一杯を取ったが、１４時２０分ごろ、本船の船首部が本件橋

脚に衝突した。 

操縦者は、衝突の衝撃で海中に転落した。 

付近を航行していた船舶の乗組員は、本事故を目撃して海上保安庁

に通報し、その後操縦者を救助した。 

本船は、無人のまま旋回を続けていたところ、来援した巡視艇から

移乗した海上保安官が操縦して、自力で出発した船だまりに戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 操縦者は、広島大橋の下を年に数回程度通過した経験があった。 

操縦者は、小型船舶の整備及び売買業を営んでおり、他の小型船舶

の装備などに日頃から関心が高かった。 

操縦者は、本船に装備されていた緊急エンジン停止コードを装着し

ていなかった。 

広島大橋は、猿猴川河口付近に南北方向に架けられた全長１,０２

０ｍの道路橋で、北から順にＡ１、Ｐ１～Ｐ１０、Ａ２橋脚があり、

本件橋脚は北から５番目の橋脚であった。 

操縦者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、広島港第１区の広島大橋に向けて南西進中、操縦者が、左

舷方の小型漁船を見ていて前路の見張りを適切に行っていなかったこ

とから、本件橋脚に向首していることに気付くのが遅れ、本件橋脚に

衝突したものと考えられる。 

操縦者は、小型船舶の整備及び売買業を営んでおり、左舷前方の小

型漁船の装備が気になっていたことから、同小型漁船を見ていたもの

と考えられる。 

操縦者は、小型船舶操縦免許が失効していたことから、本船の操縦

を行ってはならなかった。 

原因 本事故は、本船が、広島港第１区の広島大橋に向けて南西進中、操

縦者が、左舷方の小型漁船を見ていて前路の見張りを適切に行ってい

なかったため、本件橋脚に向首していることに気付くのが遅れ、本件

橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・緊急時に備えて緊急エンジン停止コードを装着すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


